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新設の調査・設計等の業務の流れと発注業務 ＜ 道路 ＞

（新設・改築事業の例）

事業の流れ

現況調査
交通量
調査等

交通量
推計調査

道路網・路線計画

道路網・路線計画

外注業務
調査等

詳細設計（道路）

道路環境影響調査

ＰＩプロセス、事業評価 等

予備設計（道路）概略設計（道路）

空中写真測
量

測量 用地
測量・調査 維持・修繕地質調査

点検／診断

詳細設計
（橋梁・トンネル）

予備設計
（橋梁・トンネル）
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標準的な業務内容
業務を実施するための主な基準類と

概

各事業に必要な標準的な業務内容等 ＜ 道路 ＞

標準的な業務内容
その概要

【道路網・路線計画】
（１）現況調査
・道路網・路線整備計画策定において必要な交通状況の現況を調

○道路構造令・同施行規則
【政令・省令】

・道路を新設し 又は改築する場

調査・計画

道路網 路線整備計画策定において必要な交通状況の現況を調
査・整理する。
（２）交通量推計調査
・自動車交通の現況及び将来ＯＤ表をもとに、交通量の推計を行う。

（３）道路網・路線計画

・道路を新設し、又は改築する場
合における道路の構造の一般的
技術基準を定めるもの

○設計業務等共通仕様書（案）（３）道路網 路線計画

・対象地域の土地利用計画、開発計画、環境保全計画等を踏まえ、
道路網あるいは特定路線の整備計画を立案する。

○設計業務等共通仕様書（案）
【本省通知】

・国土交通省の各地方整備局等
が発注する土木工事に係る設計
及び計画業務に係る土木設計業及び計画業務に係る土木設計業
務委託契約書及び設計図書の内
容について、統一的な解釈及び運
用を図るとともに、その他の必要な
事項を定め 契約の適正な履行の

【道路設計】
（１）道路概略設計（縮尺1/5,000～1/2,500）
・地形図等の資料 設計条件等に基づき路線の比較案を作成し

設計

事項を定め、契約の適正な履行の
確保を図るもの

・地形図等の資料、設計条件等に基づき路線の比較案を作成し、
最適案を決定する。
（２）道路予備設計（縮尺1/1000）
・道路概略設計によって決定した最適案について、技術的、経済
的判定によりルートの中心線を決定するとともに 用地幅杭位置を的判定によりル トの中心線を決定するとともに、用地幅杭位置を
決定する。
（３）道路詳細設計（縮尺1/1000）
・道路予備設計で決定した中心線・用地幅杭位置に基づき詳細構
造を設計し 工事発注に必要な図面・報告書を作成する

施工／維持管理

造を設計し、工事発注に必要な図面 報告書を作成する。
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検討の対象とりまとめ ＜ 道路 ＞

知識・技術を 確認すべき資格付与試
施設分野等 分野詳細 業務分野

知識・技術を
求める対象

必要な知識・技術
確認すべき資格付与試

験等の要件

管理技術者

道路 道路 計画・調査・設計

照査技術者

※技術者の定義
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※技術者の定義
管理技術者：契約の履行に関し、業務の管理及び統括等を行う者
照査技術者：成果物の内容について技術上の照査を行う者
担当技術者： 管理技術者のもとで業務を担当する者

（以降、同じ）



河河河 個 事 現 詳 維

新設の調査・設計等の業務の流れと発注業務 ＜ 河川・ダム ＞

河
川
整
備

河
川
整
備

河
川
状
況

個
別
施
設

事
業
着
手

現
地
調
査

詳
細
設
計

工
事

維
持
管
理

基
本
方
針

基
本
計
画

況
の
把
握
・
分

設
に
係
る
分

手 査 計 理

針
、

画
の
策
定
等

分
析
・
検
討

分
析
・
検
討等討

計画 事業の執行 維持管理

水文・水理観
氾濫解析 工事浸透解析

環境影響評
予備設計 詳細設計 点検 診断

水文 水理観
測

外
注
業

道 流域

氾濫解析 工事

水質・環境調
査

土質地質調

治水経済調
査

浸透解析

耐震性能照
査

環境影響評
価

土質地質調 土質地質調

予備設計 詳細設計 点検・診断

維持工事

業
務

河道、流域
等に関する
調査・分析

測量・計測

土質地質調
査

測量・計測 測量・計測測量・計測

土質地質調
査

土質地質調
査
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各事業に必要な標準的な業務内容等 ＜ 河川・ダム ＞

標準的な業務内容 業務を実施するための主な基準類とその概要

調査

・河川等の計画、設計及び維持管理等の適切な実
施のため、水文水理現象、水質・環境に関する調
査、計量・計測等の必要となる調査を実施する。

・河川砂防技術基準【本省通知】

河川等の調査・計画・設計に関する技術的事
項

災害の防止 軽減等の観点から 水系全体のバラ・災害の防止・軽減等の観点から、水系全体のバラ
ンスを確保しつつ、長期的な視点にたって計画的
に河川整備・管理を行うため、河川整備基本方針、
河川整備計画を策定する。

堤防等の個別施設等の設計に必要な分析 検討
計画（分析／検

・堤防等の個別施設等の設計に必要な分析・検討
を行う

計画（分析 検
討）

【設計】

・河川整備計画に基づき 個別施設に係る分析等を

設計

・河川整備計画に基づき、個別施設に係る分析等を
活用しながら、必要な機能と安全性を有するように
堤防・護岸、排水機場等の個別の河川管理施設を
設計する。

6
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新設の調査・設計等の業務の流れと発注業務 ＜砂防・地すべり・急傾斜等＞

砂流等 個 事 現 詳 維砂
防
基
本

流
域
・
地
す

等
の
把
握

個
別
施
設

事
業
着
手

現
地
調
査

詳
細
設
計

工
事

維
持
管
理

計
画
等
の

す
べ
り
地
・

・
分
析
・
検

設
に
係
る
分

手 査 計 理

の
策
定

斜
面
状
況

検
討

分
析
・
検
討況

計画 事業の執行 維持管理

工事測量・計測予備設計 詳細設計 点検 診断

外
注
業

生産土砂量、
流出土砂量、
地すべり発
生・運動機構、
斜面の崩壊

工事
土砂生産、
地すべり地
分布、急傾
斜地の概要
等の基礎的

な調査

測量 計測

現地調査

予備設計 詳細設計 点検・診断

維持工事

施設配置計
画に関する
調査・分析・
検討

土質地質調
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業
務

斜面の崩壊
等に関する
調査・分析

測量・計測

な調査 土質地質調
査



標準的な業務内容 業務を実施するための主な基準類とその概要

各事業に必要な標準的な業務内容等 ＜ 砂防・地すべり・急傾斜等 ＞

調査

標準的な業務内容 業務を実施するための主な基準類とその概要

・土砂災害発生機構・土砂移動現象の把握・分析、
基本計画や施設配置計画の策定、施設の設計等
を実施するための資料を得ることを目的とし、渓流、

・河川砂防技術基準【本省通知】
・砂防基本計画策定指針【本省通知】
・土石流・流木対策設計技術指針【本省通知】

調査 を実施するための資料を得ることを目的とし、渓流、
山地河道とその流域で生産される土砂及び流出
する土砂、地表水・地下水及び土地の活動状況、
斜面等に関する調査を実施する。

流 流木 策設 技術指針【本省通 】
・地すべり防止技術指針【本省通知】

・急傾斜地崩壊防止工事技術指針【全国治水砂防
協会】

砂防、地すべり、急傾斜等に係る調査・計画・設計

・流域等における土砂の生産及びその流出、地す
べり、急傾斜地の崩壊等による土砂災害を防止・
軽減するため 計画区域内において 有害な土砂

砂防、地す り、急傾斜等 係る調査 計画 設計
に関する技術的事項

軽減するため、計画区域内において、有害な土砂
等を合理的かつ効果的に処理するよう基本計画、
施設配置計画等を策定する。

計画（分析／検
討）

・施設計画に基づき、必要な機能と安全性を有する
ように砂防施設、地すべり防止施設、急傾斜地崩

設計

ように砂防施設、地す り防 施設、急傾斜地崩
壊防止施設等を設計する。設計にあたっては、機
能が長期間保持されるよう維持管理面等について
も考慮する。

施工／維持管理 8



新設の調査・設計等の業務の流れと発注業務 ＜ 海岸 ＞

海
岸
保

海
岸
状

事
業
着

現
地
調

詳
細
設

工
事

維
持
管保

全
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本
計

状
況
の
把
握

着
手

調
査

設
計

管
理

計
画
の
策
定

握
・
分
析
・
検 定

等
検
討

計画 事業の執行 維持管理

外
工事

海岸概況、
気象、波浪、

詳細設計に
向けた現地

予備設計 詳細設計 点検・診断海岸環境、
海岸防護、

外
注
業
務

流れ、漂砂、
海岸環境、
海岸利用等
の基礎的な

調査

測量・計測

現
調査（環境
調査等） 維持工事

個別施設計

海岸防護、
海岸利用に
関する調
査・分析
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各事業に必要な標準的な業務内容等 ＜ 海岸 ＞

標準的な業務内容 業務を実施するための主な基準類とその概要

調査

標準的な業務内容 業務を実施するための主な基準類とその概要

・海岸に関する事業及び管理等を行うにあたって、
海岸概況調査、気象調査、海面変動調査、波浪調
査、流れの調査、漂砂調査、海岸測量、海岸環境

・河川砂防技術基準
・港湾調査指針

・海岸保全区域等に係る海岸の保全に関する基本
調査

査、流れの調査、漂砂調査、海岸測量、海岸環境
調査、海岸利用調査等を実施する。

海岸保全区域等に係る海岸の保全に関する基本
的な方針

・海岸保全施設の技術上の基準・同解説

・海岸保全基本計画（「海岸の保全に関する事項」
及び「海岸保全施設の整備に関する事項」）を策
定する。

計画（分析／検
討）

・海岸保全基本計画に基づき、海岸保全施設の所
要の機能が十分得られるとともに、対象とする外

設計

要の機能が十分得られるとともに、対象とする外
力に対して安全になるように設計する。

10施工／維持管理



検討の対象とりまとめ ＜ 河川、砂防及び海岸、海洋 ＞

知識・技術を 確認すべき資格付与試
施設分野等 分野詳細 業務分野

知識 技術を
求める対象

必要な知識・技術
確認すべき資格付与試

験等の要件

河川・ダム 計画・調査・設計

管理技術者

河川・ダム 計画・調査・設計

照査技術者

管理技術者
砂防・地すべり・急傾斜

等
計画・調査・設計

管理技術者

照査技術者

河川・砂防及び
海岸・海洋

計画・調査・設計

管理技術者

照査技術者

海岸 調査

管理技術者

照査技術者

管理技術者

設計

照査技術者
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新設の調査・設計等の業務の流れと発注業務 ＜ 下水道 ＞

基 事全 都基
本
構
想

事
業
計
画

事
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現

地

調

実
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工 維
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管

全
体
計
画
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市

計

画の
策
定

の
策
定

着

手

調

査

設

計事

管

理

の
策
定

画

決

定

計 画 事 業 の 執 行 維持管理

都道府県構想
の策定

全体計画の策
定

都市計画決定図書の
作成

基本設計

外
の策定 定

工事

作成

地質調査

点検・診断

維持工事

詳細設計

外
注
業
務

流総計画の策
定

基本構想の策
定

都市計画事業認可申
請図書の作成

下水道法による事業
計画策定

環境影響
評価

測量 測量

務
定 計画策定
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各事業に必要な標準的な業務内容等 ＜ 下水道 ＞

標準的な業務内容 業務を実施するための主な基準類とその概要

調査

・下水道計画区域、計画諸元、施設配置、規模、整備年次、維持管
理体制、財政計画等の検討を行うために必要な調査。

・調査内容：自然条件調査、関連計画調査、負荷量と放流先調査、
既存施設調査、下水道資源及び施設の有効利用調査等

• 「下水道施設計画・設計指針と解説（日本下
水道協会）」

基本構想・計画から設計に至るまでの標準
的な考え方を示した実務書既存施設調査、下水道資源及び施設の有効利用調査等

• 「流域別下水道整備総合計画調査 指針と
解説（日本下水道協会）」

下水道整備のマスタープラン作成にかかる
解説

【流域別下水道整備総合計画の策定】
当該水域に設定された水質環境基準を達成するための計画。

【都道府県構想の策定】
行政区域全体における汚水処理施設の整備方針を定めた計画

計画
（分析／検討）

解説

• 「効率的な汚水処理施設整備のための都道

府県構想策定マニュアル（国土交通省・農林
水産省・環境省）」

各種汚水処理施設の整備の方針

行政区域全体における汚水処理施設の整備方針を定めた計画。
【基本構想の策定】

法令、制度及び関連計画との整合、各種汚水処理施設を整備する
区域、処理場の位置及び主要な管渠のルートの検討、概略的な財
政計画、他の汚水処理との連携等下水道の枠組みを策定した計画。

（分析／検討） 各種汚水処理施設の整備の方針

• 「下水道維持管理指針（日本下水道協会）」

計画的な維持管理の視点からの実務内容
の解説

【全体計画の策定】

計画処理人口、計画汚水量等の計画諸元の決定と根幹施設の位
置及び規模、配置等の検討及び事業費等下水道施設の規模・シス
テムを策定した計画。
【事業計画の策定】

• 「小規模下水道計画・設計・維持管理指針と
解説（日本下水道協会）」

• 「下水道施設の耐震対策指針と解説（日本【基本設計】

【事業計画の策定】

優先度の高い区域から５～７年の間に整備可能な区域について策
定した計画。

設計

下水道協会）」
施設の地震・津波対策を示した基準書

事業計画に基づき、現地調査や各種資料調査を実施しつつ、管
路の区割図、処理フロー図の作成、配置計画、構造の概略設計等
に係る業務。
【詳細設計】
基本設計に基づく詳細な図面作成 構造計算 数量計算及び仮
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基本設計に基づく詳細な図面作成、構造計算、数量計算及び仮
設検討等を行う業務。

施工／維持管理



検討の対象とりまとめ ＜ 下水道 ＞

施設分野等 分野詳細 業務分野
知識・技術を
求める対象

必要な知識・技術
確認すべき資格付与試

験等の要件

下水道 下水道 計画・調査・設計

管理技術者

照査技術者
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新設の調査・設計等の業務の流れと発注業務 ＜ 港湾 ＞

港湾整備事業 例 岸壁 重力式 場合港湾整備事業の例（岸壁・重力式の場合）

現基港施港 現 基細実 工 供 管現

況

特

性

基

本

方

針

港

湾

利

用

の

施
設
計
画
及
び
土

港

湾

計

現

地

基

本

細

部

実

施

工 供 管

事業の流れ

の

把

握

の

策

定

将

来

推

計

土
地
利
用
計
画

画

決

定

調

査

設

計

設

計

設

計 事 用 理

港湾計画 事業実施 維持管理

港湾計画調査
土質・地質調査 基本設計

（標準断面） 点検・診断

分 類

外注業務
費用対効果

深浅測量

環境調査

（標準断面）

細部設計
（配筋計算等）

実施設計

詳細調査

補修設計

構造検討調査
（概略設計）

気象・海象調査
（潮位・波浪・流況）

分析

危険物探査
（潜水探査・
磁気探査）

環境調査
（水質・底質・
海洋生物）

実施設計
（数量計算）

施工

施 工
（修繕）
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気探

計画調査分 類 設 計 施工 維持・修繕



各事業に必要な標準的な業務内容等 ＜ 港湾 ＞

標準的な業務内容 業務を実施するための主な基準類とその概要

・港湾全体、一部、施設単位で発注

・港湾計画策定に必要となる環境への影響、整備にかかる費用と効果の分析
及びそのために必要となる各種調査及び設計関連業務

（港湾計画調査、基本方針策定、将来推計、環境影響評価、港湾施設等の費

・港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める
省令
・港湾の開発、利用及び保全並びに開発保全航路
の開発に関する基本方針（港湾計画調査、基本方針策定、将来推計、環境影響評価、港湾施設等 費

用対効果分析、概略構造検討など）
・設計施工検討前に必要となる現況を把握するための測量、調査、探査

（深浅測量、磁気探査、潜水探査、土質調査、環境調査、環境生物調査、気
象・海象調査など）

・港湾整備事業の費用対効果分析マニュアル
費用対効果分析の基本的な考え方及び各プ
ロジェクトの費用対効果分析など

・港湾施設の技術上の基準
関係法令、技術基準に関する総論、施設へ
の作用及び材料強度条件 施設毎の性能照

【計画・調査】

の作用及び材料強度条件、施設毎の性能照
査等に関することを記述

・港湾調査指針
港湾工事に関係する一般的な技術的調査試
験の標準的な方法を記述

【設計】

・施設単位で発注

・事前調査データや現場状況を元に、最適な施工方法による港湾施設の標準
断面を決定し、港湾施設の詳細なコスト算定を行うための基礎資料を作成する。

・港湾の施設の技術上の基準
関係法令、技術基準に関する総論、施設
への作用及び材料強度条件、施設毎の【設計】

施設単位 発注

決定 、港 設 算定 う 礎資 す
（基本設計による構造断面の決定、細部設計による数量の算定など）

の作用及び材料強度条件、施設毎の
性能照査等に関することを記述

港湾工事施工手引書
軽微なもの

・施設単位で発注
・実施設計に基づき施工

・単独もしくは複数の施設単位で発注

・港湾工事施工手引書
港湾工事に関係する標準的な方法を記述

・港湾の施設の維持管理技術マニュアル

【施工】
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【維持・修繕】 ・必要に応じ維持・修繕工事を実施

検討対象外検討対象

標準的な維持管理の手法を記述（点検診断、
評価、点検・調査技術など）



検討の対象とりまとめ ＜ 港湾 ＞

知識・技術を 確認すべき資格付与試
登録部門 部門詳細 業務段階

知識・技術を
求める対象

必要な知識・技術
確認すべき資格付与試

験等の要件

計画 調査

管理技術者

港湾及び空港 港湾

計画・調査

照査技術者

計画・調査
担 技術者港湾及び空港 港湾

計画 調査
（潜水作業を伴うもの）

担当技術者

管理技術者

設計

照査技術者
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新設の調査・設計等の業務の流れと発注業務 ＜ 空港 ＞

空港事業の例

■他計画との整合性確保
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ア
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の
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本
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設
の
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本
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域
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設
計
画
の
検
討

画
の
検
討

施
設
計

域
の
実
施
設
計

設
の
実
施
設
計

施
設
計

整
備
基
本
計
画

基
本
計
画

置
選
定
調
査

●計画段階評価

■アクセス調査

●新規事業採択時評価 ●再評価 ●事後評価

調査～構想段階 計画段階 建設段階

●：計画（分析／検討を含む） ■：調査 ◆：設計

供用～管理
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各事業に必要な標準的な業務内容等 ＜ 空港 ＞

標準的な業務内容 業務を実施するための主な基準類とその概要

調査～構想
段階

【計画・調査】 軽微なもの

【業務発注単位】
・空港毎に発注
【業務内容】
・需要予測、空港規模の設定、空港位置の選定、アクセス調査、他計画との整合性確保
調査

・国際民間航空条約
・空港整備事業の費用対効果分析マニュアル等
・空港土木施設の設計基準・同解説
・空港土木施設構造設計要領及び設計例
・空港土木施設耐震設計要領及び設計例
・空港舗装構造設計要領及び設計例調査

【業務発注単位】
・空港毎に発注

空港舗装構造設計要領及び設計例
・空港土木設計・測量・地質調査・点検業務共通仕様書

・国際民間航空条約
・空港整備事業の費用対効果分析マニュアル等
空港 施 計基準 解説計画段階

【計画・調査】 軽微なもの

空港毎に発注
【業務内容】
・計画段階評価、空港計画案（基本施設計画、航空保安施設計画、ターミナル地域計
画）、建設技術的可能性調査、環境アセスメント調査、新規事業採択時評価

・空港土木施設の設計基準・同解説
・空港土木施設構造設計要領及び設計例
・空港土木施設耐震設計要領及び設計例
・空港舗装構造設計要領及び設計例
・空港土木設計・測量・地質調査・点検業務共通仕様書

【業務発注単位】
・空港毎に発注
【業務内容】
・空港基本計画（基本施設・航空保安施設・ターミナル地域の基本設計）空港実施設計

建設段階
【計画・調査】

【設計】

・空港土木施設の設計基準・同解説
・空港土木施設構造設計要領及び設計例
・空港土木施設耐震設計要領及び設計例
・空港舗装構造設計要領及び設計例
・空港土木設計・測量・地質調査・点検業務共通仕様書

（基本施設・航空保安施設・ターミナル地域の基本設計）、再評価
【設計】

整備
【工事】

・空港単位による発注（建設会社契約）
・実施設計に基づき施工

・空港整備事業の費用対効果分析マニュアル等

・空港土木工事共通仕様書
・空港土木施設施工要領

供用～管理
段階

【工事】 ・実施設計に基づき施工

【業務発注単位】
・空港毎に発注（一部局管内でまとめて発注）
【業務内容】（調査、設計）

・空港内の施設の維持管理指針
・空港土木施設の設計基準・同解説
・空港土木施設構造設計要領及び設計例
空港土木施設耐震設計要領及び設計例

空港土木施設施工要領

19検討対象外検討対象

段階
【調査】
【設計】

【業務内容】（調査、設計）
・維持管理（修繕・改良設計、路面性状調査 など）

・空港土木施設耐震設計要領及び設計例
・空港舗装構造設計要領及び設計例
・空港舗装補修要領及び設計例
・空港土木設計・測量・地質調査・点検業務共通仕様書
・空港整備事業の費用対効果分析マニュアル等



検討の対象とりまとめ ＜ 空港 ＞

知識・技術を 確認すべき資格付与試
施設分野等 分野詳細 業務分野

知識・技術を
求める対象

必要な知識・技術
確認すべき資格付与試

験等の要件

計画

管理技術者

港湾及び空港 空港

計画

照査技術者

査 管 技術者港湾及び空港 空港 調査 管理技術者

管理技術者

設計

照査技術者
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新設の調査・設計等の業務の流れと発注業務 ＜ 都市公園等 ＞
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検
討
）

調査・計画 事業の執行 維持管理

調

工事 点検・診断基本構想 基本
計画

都市計画決定
図書の作成

緑の基本計画 実施
設計

基本
設計

用地測量
登記委託

調

達
維持工事

測量

地質調査
都市計画事業
認可申請図書

の作成

測量

埋蔵文化
財調査

調査 調査
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各事業に必要な標準的な業務内容等 ＜ 都市公園等 ＞

業務を実施するための主な基準類とその概要標準的な業務内容

・都市公園法
都市公園の設置及び管理に関する基準等を規程

・都市公園法運用指針

【調査】

計画・設計等に必要な人口、産業、土地利用、交通などの現況
及び将来の見通しを把握・分析・検討を行う。

【調査】

・都市緑地法
都市における緑地の保全及び緑化の推進に関し必要な事項を

規程
・都市緑地法運用指針

・都市計画法
都市計 内容 び 決定手続等 関 必 な事項を規程

【緑の基本計画】

緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画を策定する。

都市計画の内容及びその決定手続等に関し必要な事項を規程
・都市計画法運用指針

・都市公園技術標準

公園緑地工事の安全かつ的確な施工を確保するための技術的
指針【計画】

【基本構想】
公園の目的、機能、主要な施設等の基本的な方向性を定める。

【基本計画】

上位計画等との整合 敷地の立地条件等を分析評価し 公園の
・都市公園における遊具の安全確保に関する指針 (改訂第２版)
都市公園における遊具の安全確保に関する基本的な考え方を

示した指針

・プールの安全標準指針

プールの施設面 管理・運営面で配慮すべき基本的事項等を示

上位計画等との整合、敷地の立地条件等を分析評価し、公園の
目的、機能、土地利用、施設の内容・概略規模、動線等、公園の基
本的な内容を定める。

※基本構想は基本計画に含む場合がある。

【基本設計】

基本計画に基づき 公園施設の配置 形状 基盤整備 植栽等

プ ルの施設面、管理 運営面で配慮すべき基本的事項等を示
した指針

・公園施設長寿命化計画策定指針(案)
都市公園の長寿命化計画に関する基本的な考え方等を示した

指針

基本計画に基づき、公園施設の配置、形状、基盤整備、植栽等
について概略の設計を行う。

【実施設計】
基本設計に基づき、工事設計図書を作成する。

・都市公園の移動等円滑化整備ガイドライン（改訂版）

ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ法に基づいて移動等円滑化が必要な公園施設を整備
する際の考え方を示したガイドライン

※必要に応じて他分野の基準類を活用

【設計】

22検討対象 検討対象外

【施工】
【維持管理】



検討の対象とりまとめ ＜ 都市公園等 ＞

知識・技術を 確認すべき資格付与試
施設分野等 分野詳細 業務分野

知識・技術を
求める対象

必要な知識・技術
確認すべき資格付与試

験等の要件

計画 管理技術者

造園 都市公園等

調査 管理技術者

設計

管理技術者

照査技術者照査技術者
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新設の調査・設計等の業務の流れと発注業務 ＜都市計画及び地方計画＞
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都市事業認可申
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務 請図書の作成



各事業に必要な標準的な業務内容等 ＜ 都市計画及び地方計画 ＞

標準的な業務内容 業務を実施するための主な基準類とその概要

【計画の見直し】

標準的な業務内容 務 実 す 準類 そ 概要

・都市全体の視点による見直しの結果を、状況の変化に応じて方
針の見直しへ反映する。

•都市計画運用指針
適時適切な都市計画に見直しについて要請。

【調査】

都市における人口、産業、土地利用、交通などの現況及び将来
の見通しを把握する調査を実施する

•都市計画法

都道府県は、おおむね５年ごとに都市計画に
関する基礎調査を行うことを記載。
•都市計画法省令
基礎調査の方法 項目等について記載

【調査】
の見通しを把握する調査を実施する。 基礎調査の方法・項目等について記載。

•都市計画運用指針
都市計画基礎調査について要請。

【計画】

【計画】

都市の健全な発展と秩序ある整備を図りもって国土の均衡ある
発展と公共の福祉の増進に寄与するために、調査結果に基づい
て土地利用、都市施設及び市街地開発事業などに関する事項を
定める計画を策定する。

•都市計画法

都市計画の内容・技術基準及びその決定手

【設計】

定める計画を策定する。
続き等について規定。
•都市計画運用指針

都市計画制度の運用について考え方を参考
として広く一般に周知。

【設計】
計画に基づき、都市計画事業等の設計等を行う。

【設計】

25

【整備】 ・設計結果を踏まえて、工事を実施する。

検討対象外検討対象



検討の対象とりまとめ ＜ 都市計画及び地方計画 ＞

知識・技術を 確認すべき資格付与試
施設分野等 分野詳細 業務分野

知識・技術を
求める対象

必要な知識・技術
確認すべき資格付与試

験等の要件

計画 管理技術者

都市計画及び
地方計画

都市計画及び
地方計画

調査 管理技術者

地方計画 地方計画

設計

管理技術者

照査技術者照査技術者
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新設の調査・設計等の業務の流れと発注業務 ＜ 建設機械 ＞
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発
施 工

、調 、
仕様設計業

務
点検／記録



各事業に必要な標準的な業務内容等 ＜ 建設機械 ＞

標準的な業務発注単位とその内容 業務を実施するための主な基準類とその概要

・事務所単位による発注（コンサル契約）

・堤防等河川管理施設及び河道の点検要領
・国が管理する一般国道及び高速自動車道の維持管理基準（案）
・道路橋定期点検要領
除雪 防雪 ンドブ ク

【計画、調査、設計】
ニーズ把握
必要機能の検討
仕様設計

・建設機械に求められるニーズを調査し、必
要機能の検討を実施。

・建設機械の使用条件や作業環境等も把握。
・「調査」の結果を踏まえ、建設機械の仕様
設計を実施。

・除雪・防雪ハンドブック
建設機械に求められるニーズ・必要機能に係る記載。

・道路運送車両法（道路運送車両の保安基準）

・労働安全衛生法（労働安全衛生規則、クレーン等安全規則、ゴンドラ安全規則、車両系
建設機械構造規格）
・道路法（車両制限令）・道路法（車両制限令）
・除雪機械技術ハンドブック
建設機械の構造、安全対策等を規定。

【購入】
購入

・事務所単位による発注（製造、購入契約）

・市場の調査
・建設機械の購入を実施

・道路交通法 ・道路法（車両制限令）
・人事院規則１０－４（職員の健康及び安全保持）
・国土交通省建設機械購入仕様基準
・国土交通省建設機械塗装基準
・建設機械検査要領
建設機械の仕様、検査方法、届出等を規定。

【点検】
点検整備の実施

・事務所単位による発注（役務契約）

・建設機械の点検整備（修繕を含む）を
実施（年１回～１２回）
建設機械 状態把握

・道路運送車両法（道路運送車両の保安基準）
・労働安全衛生法（労働安全衛生規則、クレーン等安全規則、ゴンドラ安全規則）
・人事院規則１０－４（職員の健康及び安全保持）
建設機械の点検に係る項目 実施周期等を規定

【記録】

・建設機械の状態把握

簿

建設機械の点検に係る項目、実施周期等を規定

・建設機械関係事務取扱規則

28

【記録】
履歴簿への記録

・履歴簿への記録
建設機械関係事務取扱規則
建設機械の稼働状況、維持修理状況を履歴簿に記載

検討対象外検討対象



検討の対象とりまとめ ＜ 建設機械 ＞

知識・技術を 確認すべき資格付与試
施設分野等 分野詳細 業務分野

知識・技術を
求める対象

必要な知識・技術
確認すべき資格付与試

験等の要件

建設機械 建設機械 計画・調査・設計 管理技術者計画 調 設計 管 技術者
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新設の調査・設計等の業務の流れと発注業務 ＜ 土木機械設備 ＞
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詳細設計
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維持管理計画



各事業に必要な標準的な業務内容等 ＜ 土木機械設備 ＞

標準的な業務発注単位とその内容 業務を実施するための主な基準類とその概要

【計画・調査・設計】

・事務所単位による発注（コンサル契約）
・土木機械設備の整備計画（更新計画を
含む）の策定

・土木機械設備の整備にあたり、必要に

○設計業務等共通仕様書（案） 【本省通知】
・国土交通省の各地方整備局等が発注する土木工事に係る設計及
び計画業務に係る土木設計業務委託契約書及び設計図書の内容
について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他の必要な
事項を定めたもので 機械設備工事の計画・調査・設計時において

施設の整備計画等の
作成、現地調査の実
施、施設の詳細設計
の実施

応じて現地調査を実施し、設置環境等を
把握

・「調査」の結果を踏まえ、土木機械設備
の詳細設計を実施

事項を定めたもので、機械設備工事の計画・調査・設計時において
も適用している

○機械工事共通仕様書（案）【本省通知】
・国土交通省の各地方整備局等が発注する土木構造物に係わる機
械設備の製作据付工事において設計図書の内容について、統一的
な解釈及び運用を図るとともに、その他必要な事項を定めたもので、

【整備】 事務所単位による発注（工事契約）

な解釈及び運用を図るとともに、その他必要な事項を定めたもので、
計画・調査・設計時において遵守すべき事項が掲載されている

○主な土木機械設備
・水門設備、ポンプ設備、換気設備等

【整備】
施設整備の実施

【点検】
点検の実施

・事務所単位による発注（工事契約）
・機械施設の整備を実施

・事務所単位による発注（役務契約）

・機械設備の点検（軽微な修繕を含む）を

・機械工事共通仕様書（案）
・機械工事施工管理基準（案）
・機械工事塗装要領（案）・同解説
工事等の施工管理に係る方法、手順、留意事項等を記載

・機械設備点検・整備共通仕様書（案）
設備点検 整備 更新検討マニ アル（案）点検の実施

【記録】
点検ＤＢ 維持管理Ｄ ・事務所単位による発注（役務契約）

機械設備の点検（軽微な修繕を含む）を
実施
・年１回～９回
・劣化傾向の把握

・設備点検・整備・更新検討マニュアル（案）
・揚排水機場点検・整備指針（案）
・道路管理施設等点検整備要領（案）
施設の点検に係る項目、方法、実施周期、判定基準等を規定

・維持管理システム操作マニュアル
施 点検デ タ 方法を 載点検ＤＢ、維持管理Ｄ

Ｂへの登録 ・点検ＤＢ、機械施設維持管理ＤＢへの登
録

【維持管理計画】 ・事務所単位による発注（コンサル契約）

施 劣 診 適 策

施設の点検データ入力方法を記載
・設備点検・整備・更新検討マニュアル（案）
施設の基本情報（仕様、設置年月、工事費等）、修繕履歴情報等のデータ入力方法を
記載

・設備点検・整備・更新検討マニュアル（案）
施設の劣化診断に係る項目 方法 判定基準等及び施設の性能 信頼性 ストの総

31検討対象外検討対象

施設の劣化診断及び
維持管理計画の作成

・施設の劣化診断を行い、最適な対策手
法を検討
・施設の維持管理計画の策定

施設の劣化診断に係る項目、方法、判定基準等及び施設の性能、信頼性、コストの総
合評価による最適な対策手法の選定方法を規定



検討の対象とりまとめ ＜ 土木機械設備 ＞

施設分野等 分野詳細 業務分野
知識・技術を
求める対象

必要な知識・技術
確認すべき資格付与試

験等の要件

管理技術者

土木機械設備 土木機械設備 計画・調査・設計

管理技術者

照査技術者
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新設の調査・設計等の業務の流れと発注業務 ＜ 電気通信施設 ＞
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外注業務
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劣化診断／
アセット

マネジメント

調査
詳細設計
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マネジメント



各事業に必要な標準的な業務内容等 ＜ 電気通信施設 ＞

標準的な業務内容 業務を実施するための主な基準類とその概要

【計画・調査・設計】

施設の整備計画等の作
成、現地調査の実施、
施設の概略・詳細設計
実施

・事務所単位による発注（コンサル契約）
・施設の整備計画（更新計画を含む）の策定

・必要に応じて現地調査を実施し、設置環境等
を把握

・「調査」の結果を踏まえ 概略・詳細設計を実

・電気通信施設設計要領（案）・同解説
施設の計画・調査・設計に係る方法、手順等を記載

の実施
「調査」の結果を踏まえ、概略 詳細設計を実

施

・通常、「計画」・「調査」・「設計」は同一業務で
実施

【整備】
施設整備の実施

【点検】

・事務所単位による発注（工事、製造、購入契
約）
・施設整備を実施

・事務所単位による発注（役務契約）

・電気通信設備施工管理の手引き（案）
工事等の施工管理に係る方法、手順、留意事項等を記載

・電気通信施設点検基準（案）

点検の実施

【記録】

・施設の点検（軽微な修繕を含む）を実施
・年１回～４回
・劣化傾向の把握

・事務所単位による発注（役務契約）

施設の点検に係る項目、方法、実施周期、判定基準等を規定

・電気通信施設点検ＤＢ点検結果シート作成マニュアル（案）
デ

【記録】
点検ＤＢ、電気通信施設
ＤＢへの登録

・点検ＤＢ、電気通信施設ＤＢへの登録

ジ

施設の点検データ入力方法を記載
・電気通信施設ＤＢデータ作成要領（案）
施設の基本情報（規格、製造年月、取得金額等）、修繕履歴情報等の
データ入力方法を記載

・電気通信施設アセットマネジメント要領・同解説（案）
施設の劣化診断に係る項目、方法、判定基準等及び施設の性能、信頼
性、コストの総合評価による最適な対策手法の選定方法を規定

【劣化診断／アセット
マネジメント】
施設の劣化診断

（アセットマネジメント）の
実施

・事務所単位による発注（コンサル契約）

・施設の劣化診断を行い、最適な対策手法を検
討（アセットマネジメント）

34
検討対象外検討対象

【維持管理計画】
維持管理計画の作成

・施設の維持管理計画の策定 ・電気通信施設維持管理計画指針（案）
施設を維持管理するための基本方針を規定



検討の対象とりまとめ ＜ 電気通信施設 ＞

知識・技術を 確認すべき資格付与試
施設分野等 分野詳細 業務分野

知識・技術を
求める対象

必要な知識・技術
確認すべき資格付与試

験等の要件

電気・通信施設 計画・調査・設計

管理技術者

建設電気通信
照査技術者

制御処理システム 計画・調査・設計

管理技術者

照査技術者照査技術者
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各事業に必要な標準的な業務内容等 ＜ 横断分野：地質 ＞

標準的な業務内容 業務を実施するための主な基準類とその概要

・地質について、調査、計測、解析、判定することによ
り、土木工事に関する設計、監理、調査、企画立案も

山岳道路、ダム、山岳トンネル、地すべり、斜面
等に関する左記業務を行うために必要な技準

調査
しくは助言に必要な資料等をとりまとめる業務。 類

（基準類の例）
・地質・土質調査業務共通仕様書
・地質調査の方法と解説
・地盤材料試験の方法と解説

検討の対象とりまとめ ＜ 横断分野：地質＞

施設分野等 分野詳細 業務分野
知識・技術を

必要な知識・技術
確認すべき資格付与試

施設分野等 分野詳細 業務分野
求める対象

必要な知識・技術
験等の要件

地質 地質 調査 管理技術者
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各事業に必要な標準的な業務内容等 ＜ 横断分野：土質及び基礎（陸上） ＞

標準的な業務内容 業務を実施するための主な基準類とその概要

・土質、地盤並びに土構造物及び基礎に関し、調査、
計測、解析、判定することにより、土木工事に関する

河川堤防、道路、土地造成、橋梁等に関する左
記業務を行うために必要な技準類

調査
設計、監理、調査、企画立案もしくは助言に必要な資
料等をとりまとめる業務。

（基準類の例）
・地質・土質調査業務共通仕様書
・地質調査の方法と解説
・地盤材料試験の方法と解説

検討の対象とりまとめ ＜ 横断分野：土質及び基礎（陸上）＞

施設分野等 分野詳細 業務分野
知識・技術を

必要な知識・技術
確認すべき資格付与試

施設分野等 分野詳細 業務分野
求める対象

必要な知識・技術
験等の要件

土質及び基礎
土質及び基礎

（陸上）
調査 管理技術者
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各事業に必要な標準的な業務内容等 ＜ 横断分野：土質及び基礎（海上） ＞

標準的な業務内容 業務を実施するための主な基準類とその概要

・土質、地盤並びに土構造物及び基礎のうち海上にあ
るものに関し、調査、計測、解析、判定することにより、

港湾施設、空港施設等のうち、海上にあるもの
に関する左記業務を行うために必要な基準類

調査
土木工事に関する設計、監理、調査、企画立案もしく
は助言に必要な資料等をとりまとめる業務。

（基準類の例）
・港湾設計・測量・調査等業務共通仕様書

検討の対象とりまとめ ＜ 横断分野：土質及び基礎（海上）＞

施設分野等 分野詳細 業務分野
知識・技術を

必要な知識・技術
確認すべき資格付与試

施設分野等 分野詳細 業務分野
求める対象

必要な知識・技術
験等の要件

び

管理技術者

土質及び基礎
土質及び基礎

（海上）
調査

照査技術者
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各事業に必要な標準的な業務内容等 ＜横断分野：鋼構造及びコンクリート＞

■橋梁（道路）

標準的な業務内容 業務を実施するための主な基準類とその概要

○ 道路橋示方書 【本省通知】

・道路橋の調査 計画 設計に関する技術基

【橋梁設計】
（１）橋梁予備設計（縮尺1/２00～1/500）

設計

道路橋の調査、計画、設計に関する技術基
準を定めたもの

○設計業務等共通仕様書（案） 【本省通知】

・国土交通省の各地方整備局等が発注する土
木工事に係る設計及び計画業務に係る土木

（１）橋梁予備設計（縮尺1/２00 1/500）
・既存の関連資料等を基に、上部工、下部工及び
基礎工について比較検討を行い、最適橋梁形式と
その基本的な橋梁諸元を決定する。
（２）橋梁詳細設計（ 縮尺1/２00～1/500） 木工事に係る設計及び計画業務に係る土木

設計業務委託契約書及び設計図書の内容
について、統一的な解釈及び運用を図るとと
もに、その他の必要な事項を定め、契約の適
正な履行の確保を図るもの

（２）橋梁詳細設計（ 縮尺1/２00 1/500）
・橋梁予備設計によって決定した橋梁形式について、
既存の関連資料等を基に、工事に必要な詳細構造
を経済的かつ合理的に設計し、工事発注に必要な
図面・報告書を作成する。 正な履行の確保を図るもの

施工／維持管理

図面 報告書を作成する。

知識・技術を 確認すべき資格付与試

検討の対象とりまとめ ＜ 横断分野：鋼構造及びコンクリート-橋梁（道路） ＞

施設分野等 分野詳細 業務分野
知識・技術を
求める対象

必要な知識・技術
確認すべき資格付与試

験等の要件

鋼構造及び
コンクリート

橋梁（道路） 設計

管理技術者
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コンクリ ト
照査技術者



各事業に必要な標準的な業務内容等 ＜ 横断分野：トンネル ＞

■トンネル（道路）
標準的な業務内容 業務を実施するための主な基準類とその概要

○ 道路トンネル技術基準 【本省通知】

・道路トンネルの整備に関する計画・調査 設

【トンネル設計（山岳・シールド・開削）】
（１）トンネル予備設計

設計

道路トンネルの整備に関する計画 調査、設
計、施工、維持・修繕に関する一般的技術基
準を定めたもの

○設計業務等共通仕様書（案）【本省通知】

・国土交通省の各地方整備局等が発注する土

（１）トンネル予備設計

・地質調査資料及び道路予備設計等既存の関連資
料を基に、トンネルの基本的な断面、坑口位置、換
気方式、施工法を決定するとともに、詳細設計に当
たり必要となる調査及び留意事項を抽出する。

設計
国土交通省の各地方整備局等が発注する土
木工事に係る設計及び計画業務に係る土木
設計業務委託契約書及び設計図書の内容に
ついて、統一的な解釈及び運用を図るととも
に、その他の必要な事項を定め、契約の適正

たり必要となる調査及び留意事項を抽出する。
（２）トンネル詳細設計

・予備設計で決定されたトンネル構造について関連
する道路設計、トンネル設備予備設計及び地質調査
資料等を基に、トンネルの工事に必要な詳細構造を に、その他の必要な事項を定め、契約の適正

な履行の確保を図るもの
資料等を基に、トンネルの工事に必要な詳細構造を
経済的かつ合理的に設計し、工事発注に必要な図
面・報告書を作成する。

施工／維持管理

検討の対象とりまとめ ＜ 横断分野：トンネル-トンネル（道路） ＞

施設分野等 分野詳細 業務分野
知識・技術を
求める対象

必要な知識・技術
確認すべき資格付与試

験等の要件

管理技術者

トンネル トンネル（道路） 設計

管理技術者

照査技術者

40



各事業に必要な標準的な業務内容等 ＜ 横断分野：建設環境 ＞

標準的な業務内容 業務を実施するための主な基準類とその概要

・自然環境及び生活環境の保全及び創出並びに環境
影響評価に関する業務で、調査、計測、解析、判定

・自然環境及び生活環境の保全及び創出並び
に環境影響評価に関する業務に必要な法令

調査
することにより、土木工事に関する設計、監理、調査、
企画立案もしくは助言に必要な資料等をとりまとめる
業務。

及び基準類
（法令、基準類の例）
・公害防止法
・環境影響評価法
・騒音規制法及び振動規制法等

検討の対象とりまとめ ＜ 横断分野：建設環境 ＞

施設分野等 分野詳細 業務分野
知識・技術を

必要な知識・技術
確認すべき資格付与試

施設分野等 分野詳細 業務分野
求める対象

必要な知識・技術
験等の要件

建設環境 建設環境 調査 管理技術者
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河 都 鋼

検討対象のとりまとめ(部門‐業務‐知識・技術を求める者)
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備
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海
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計画計画

調査

設計

※潜水作業が伴う計画・調査の場合のみ、担当技術者にも知識・技術を求める

知識・技術を求める者: 管理技術者

照査技術者

管理技術者と照査技術者両者

照査技術者
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参考１．技術者資格の活用に関する地方公共団体に対するアンケート結果

地方自治体が発注する調査・設計等業務（土木関係建設コンサルタント業務、地質調査業務、測量業
務等）における技術者資格の活用状況の把握を主たる目的として実施

目的

施設分野：道路、河川、砂防、海岸、下水道、港湾、空港、公園
対象業務：上記施設分野に係る業務のうち、維持管理及び施設の点検・診断を除くもの

調査
対象

■アンケートの主な調査内容 ■アンケートの回答率

調査内容と回答率

○調査・設計等業務の発注件数
○入札参加要件の設定状況
○総合評価方式、プロポーザル方式の導入状況等

都道府県 （ ）
○総合評価方式、プロポ ザル方式の導入状況等
○業務成果の品質に係る問題発生状況

○調査・設計等業務の品質を確保するために今後望
まれる施策

○配置技術者 技術者資格 要求 有無

都道府県 ９１．５％（ 43／47 ）
政令指定都市 ９５．０％（ 19／20 ）
市町村 ６９．６％（ 1,197／1,721 ）

総 計 ７０ ４％（ 1 259／1 788 ）
○配置技術者への技術者資格の要求の有無
○技術者資格要求の根拠
○技術者役割別の要求資格

総 計 ７０．４％（ 1,259／1,788 ）
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参考１．技術者資格の活用に関する地方公共団体に対するアンケート結果

■配置技術者に技術者資格の保有を求めているか
94.3%

50.4%

5.7%

49.6%

都道府県

政令指定都市

（N=53）

市区町村

（N=960）

(50機関) (3機関)

(484機関) (476機関)

■配置技術者に技術者資格の保有を求めているか

市町村では、技術者に資格の保有を求めて配置していない
団体の割合が約半数（476/960）を占め、必要な知識・技術
を有していない者が業務を実施している恐れ。

0% 20% 40% 60% 80% 100%

求めている 求めていない

(484機関) (476機関)を有していない者が業務を実施している恐れ。

※都道府県・政令指定都市55団体、市区町村960団体より回答

■設計の不具合による問題の発生

設計の不具合により施工に問題が生じた事例の報告が
１１４件。

○都道府県・政令指定市 ２２件

22
都道府県

政令指定都市

（N=62）

市区町村

■設計の不具合による問題の発生

都道府県 政令指定市 件
○市町村 ９２件

※平成２３～２５年度発注業務、都道府県・政令指定都市62団体、市区町村1,197団体より回答

92

0 20 40 60 80 100

市区町村

（N=1197）

設計に不具合があった団体数

不具合の発生（114件）において、約８０％の団体が不具合
の発生原因が設計業務を受注した企業の技術者の能力

■設計の不具合の発生原因について

24

都道府県・政令指定都市・市区町村不具合の発生原因
（都道府県・政令指定都市・市区町村）

の発生原因が設計業務を受注した企業の技術者の能力
不足と認識。

90
79%

24
21%

技術者の

能力不足

その他

44
※平成２６年１０月 国土交通省調べ

※平成２３～２５年度発注業務、都道府県・政令指定都市22団体、市区町村92団体より回答

79%

N=114



参考１．技術者資格の活用に関する地方公共団体に対するアンケート結果

■調査・設計等業務の品質を確保するために講じるべき施策に関する要望

約７割が、外注業務の担当者を民間資格により評価する制度やこれを活用する仕組みの実現を希望。

発注者側の職員に対する技術力の向上や入札・契約制度に関する研修の充実の実現を多く希望。

市区町村都道府県・政令指定都市

10% 58% 29% 3%

外注する調査・設計等の業務に関し、業

務を担当する技術者を民間資格により評

価する資格制度

（N=865）
(89機関) (506機関) (248機関) (22機関)

外注する調査・設計等の業務に関し、
業務を担当する技術者の保有する民
間資格を適切に評価する資格制度

（Ｎ＝865）

14% 64% 20% 2%

外注する調査・設計等の業務に関し、業

務を担当する技術者を民間資格により評

価する資格制度

（N=44）
(6機関) (28機関) (9機関) (1機関)

外注する調査・設計等の業務に関し、
業務を担当する技術者の保有する民
間資格を適切に評価する資格制度

（Ｎ＝44）

78％

77％

68％

68％

10% 58% 29% 3%

0%

上記で評価した民間資格を活用する仕組

み

（N=847）

行政職員に対する技術力向上のための

(84機関) (491機関) (248機関)(24機関)

上記で評価した民間資格を活用する
仕組み

（Ｎ＝847）

14% 63% 21% 2%

0%

上記で評価した民間資格を活用する仕組

み

（N=43）

行政職員に対する技術力向上のための

(6機関) (27機関) (9機関) (1機関)

上記で評価した民間資格を活用する
仕組み
（Ｎ＝43）

28%

26%

70%

68%

2%

6%

0%

0%

行政職員に対する技術力向上のための

研修の充実

（N=1,138）

行政職員に対する入札・契約制度に関す

る研修の充実

(315機関) (795機関) (25機関)
(3機関)

44%

33%

54%

62%

2%

5%

0%

0%

行政職員に対する技術力向上のための

研修の充実

（N=61）

行政職員に対する入札・契約制度に関す

る研修の充実

(27機関) (33機関) (1機関)
(0機関)

26% 68% 6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

る研修の充実

（N=1,145） (293機関) (776機関) (74機関)
(2機関)

33% 62% 5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

る研修の充実

（N=61） (20機関) (38機関) (3機関)
(0機関)

※意見を示した自治体を対象に集計 45

ぜひ実現してほしい 実現してほしい あまり重要でない 不要



参考２．技術者資格の活用状況

■調査・設計等業務における管理技術者の保有資格（平成２５年度業務）

○ 平成２５年度の国及び地方公共団体の調査及び設計等業務※の発注件数は、約53,000件。
そのうち、技術士以外の民間資格を保有している管理技術者が実施した業務は、約18,000件（約34％）。

○技術士以外の民間資格保有している管理技術者が業務を行 ている業務の割合は○技術士以外の民間資格保有している管理技術者が業務を行っている業務の割合は、

国土交通省約１６％、地方公共団体約３９％。

8 1%

全体

（N=53,063）
4.5%

国交省

（N=9,973）

(452) 8 9%

地方公共団体

（N=43,090）
33.5％
（17,786）

15.5％
（1,546） 38.7％

（16,240）

%

25.4%

8.1%

(13,493)

(4,293) 5.6% 11.0%

(558)
(1,094)

(452)

50.4%
28.8%

8.9%

(12,399)

(3,841)

55.8%

10.7%
(29,603)

(5,674)

78.9%
(7,869) 11.9%

(21,734)

(5,116)

技術士 その他の国家資格のみ その他の国家資格

・民間資格両方

民間資格のみ
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※１： テクリスに技術者資格が登録された平成２５年度業務のうち、計画、調査、設計、維持管理、点検、診断・補修設計を対象に集計。
測量業務は含まず。

※２： テクリスに資格が登録されていない管理技術者が実施している業務が約3,500件存在するが、その理由が不明のため本グラフから除外。

※３： テクリスに登録している地方公共団体数は、都道府県（47/47）、政令指定都市（20/20）、市区町村（1,568/1,721）。



参考２．技術者資格の活用状況

■管理技術者の保有資格の状況
[ 平成２５年度テクリスデータにより、技術者資格が登録された６業務（計画、調査、設計、維持管理、点検、診断・補修計
画）を対象に集計、測量業務は除く ]

調査・設計業務の管理技術者が技術士を保有する業務は、国交省では約8割（7,869件）だが、地方公共
団体では約5割（21 734件）団体では約5割（21,734件）
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民間資格保有の管理技術者が担当した業務の発注機関数
・国交省（沖縄を含む） 〔10機関／10機関〕
・都道府県 〔47機関／47機関〕
政令指定都市 〔20機関／20機関〕
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参考５．資格の専門分野別の成績比較

■業務内容と管理技術者の資格（国家資格、民間資格）の専門分野と業務成績の関係
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【堤防・護岸設計（河川） 】

60%

（平均点76.1点）
Ｎ＝434

当該全業務の平均点76.0点

当該業務では、「河川、砂防及び海岸・海洋」を専門とする技術者
が最も多く業務を実施（434人（71％））。

専門分野別の業務成績では 当該業務に密接に関連する専門分
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専門分野別の業務成績では、当該業務に密接に関連する専門分
野の「河川、砂防及び海岸・海洋」及び「土質及び基礎」を有する技
術者は、その他の専門分野に比べ、平均点が高い傾向にある。

また、８０点以上の高得点を得る割合も、「河川、砂防及び海岸・海
洋」が高い。
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※平成２４、２５年度テクリスデータのうち、技術士もしくはRCCMを保有する管理技術者が実施した業務でサンプル数が多い業務分野を対象に分析。

業務成績評定点



参考５．資格の専門分野別の成績比較

■業務内容と管理技術者の資格（国家資格、民間資格）の専門分野と業務成績の関係民
【橋梁設計（補修設計等含む）（道路） 】
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点数帯別件数割合

（平均点77.2点）
Ｎ＝598

当該業務の全体の平均点77.0点

当該業務では、「鋼構造及びコンクリート」を保有する技術者が最も
多く業務を実施（598人（68％））している。

専門分野別の業務成績では 当該業務に密接に関連する専門分

0%

0%

4%

16%

45%

43%

26%

28%

18%

9%

7%

4%

土質及び基礎

その他

Ｎ＝598

（平均点77.1点）
Ｎ＝102

（平均点76.2点）
Ｎ＝134

38%

49%

59%

専門分野別の業務成績では、当該業務に密接に関連する専門分
野の「鋼構造及びコンクリート」及び「土質及び基礎」を有する技術
者は、その他の専門分野に比べ、平均点が高い傾向にある。

また、８０点以上の高得点を得る割合も、その他の分野に比べて、
「鋼構造及びコンクリート」及び「土質及び基礎」が高い傾向。
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※：「鋼構造及びコンクリート」または「土質及び基礎」を保有する管理技術
者の業務とその両方を保有しない管理技術者の業務（その他）を集計。598
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※平成２４、２５年度テクリスデータのうち、技術士もしくはRCCMを保有する管理技術者が実施した業務でサンプル数が多い業務分野を対象に分析
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